
  ２ 

Ⅰ ご利用になる前に 

 

 

１ 国立若狭湾青少年自然の家について 

 

 国立若狭湾青少年自然の家は、若狭湾国定公園の中央に突き出た「田烏半島」の一角にあり、恵まれた

自然環境の中で海の活動と山の活動の両方が体験できる、自然体験活動を主体にした青少年教育施設です。

施設の前面には雄大な若狭湾がリアス式海岸特有の景観を見せ、背面は起伏に富んだ山野に恵まれ、四季

の移ろいを身近に感じることができます。これらの豊かな自然環境を舞台に、カッター、スノーケリング、

シーカヤック、スタンドアップパドルサーフィン、水泳、組立式いかだ、ボート、磯釣り、ハイキング、

オリエンテーリング、グリーンウォッチング、野外炊事、漁火のつどい（キャンプファイヤー）、テント

泊、ログハウス泊などの活動プログラムを提供しています。 

 また、施設のある福井県小浜市は、豊かな自然と豊富な文化財に恵まれた「海のある奈良」と呼ばれ、

国宝や重要文化財に指定されている建造物や仏像などが数多くあります。さらに隣接する若狭町には、日

本最古の丸木舟が出土した鳥浜貝塚をはじめ、ラムサール条約への登録、「年代測定の世界標準のものさ

し」として７万年分の年縞がある三方五湖（水月湖）や梅丈岳（三方富士）などの景勝地があります。 

 

２ 国立若狭湾青少年自然の家の教育目標 

 

    

   次代を担うたくましく健やかな身体と心豊かな青少年の育成を目指して、    

統一テーマ：「体験活動を通した青少年の自立」のもとに 

 
〇 豊かな自然との触れ合いを通して、自然や自然の美に感動する心など、柔らかな感性 

○ 自然界での動物や様々な生き物とのかかわりを通して、生命を大切にする心 

○ 仲間との活動などを通して、規範意識や他人を思いやる心、自己抑制力､公正さを重んじる心 

○ 親元を離れ、集団生活やグループ活動を通して、我慢する心（耐性）、自立心 

○ 厳しい自然環境での活動を通して、健やかな身体と物事を着実にやり抜く意思・主体性 

 

                                  などをはぐくむ。 

 

 

これらの教育目標を達成するために、 

 

・利用しやすい施設 

・安心して活動できる施設 

・充実感が味わえる施設   

 

 

を当自然の家の「施設像」として掲げています。 
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３ ご利用になれる団体 

（１） 成人又は青年の引率責任者を定め、あらかじめ具体的な活動計画を持った２人以上で構成される

下記のような団体がご利用になれます。 

〇 小学校 中学校 高等学校 高等専門学校 短大 大学 専修学校等  

〇 子ども会 スポーツ少年団 ボーイスカウト ガールスカウト 

〇 ＰＴＡ 公民館 青年団 婦人会 老人会 

〇 官公庁 企業 各種団体 

〇 幼稚園 保育所 

〇 家族 グループ 各種サークル 

（２） ご利用に当たっての事前の下見や見学、研修や調査研究等に関する相談などの場合は、個人でご

利用になれます。 

 

４ 禁止している事項 

（１） 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他の政治的活動 

（２） 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他の宗教的活動 

（３） 専ら営利を目的とする活動 

 

５ ご利用になれない日 

（１） 年末年始（１２月２８日から１月４日までの間） 
（２） 施設等整備や安全点検などのため、ご利用になれない日があります。 

 

６ 「福井県年縞博物館」観覧料免除について 

 （１） 当自然の家を利用された団体（家族・グループ等以外）は、「福井県年縞博物館」の観覧料が免除 

（無料）されます。手続きにつきましては、自然の家までお問い合わせください。 

 

※ 家族やグループでのご利用について 

（１） 当自然の家では、利用される皆様にとって、自然の家での体験が日常生活では得られない貴重な

時間や機会となることを大切にしています。そのため、家族やグループでご利用の皆様にも、学

校教育団体や大規模団体などと同様、あらかじめ具体的な活動計画をお立ていただくとともに、

「標準生活時間」（→Ｐ１２）に基づく規律ある生活を送っていただくことをお願いしています。 

（２） ご利用の日程については、学校教育団体や大規模団体などを優先して受け入れているため、ご希 

望のとおりにならないことがあります。 

（３） 実際の活動内容については、学校教育団体や大規模団体などの活動内容を優先させたうえでの 

割り振りとなるため、ご希望のとおりにならないことがあります。 

（４） 当自然の家の職員が直接指導するスノーケリング・シーカヤック・スタンドアップパドルサーフ 

ィンについては、指導する職員数に限りがあるため、家族やグループの皆様にはご提供してい 

ません。 

（５） 当自然の家は、宿泊滞在型の青少年教育施設であるため、日帰りでのご利用については、宿泊団 

体の活動内容に支障が及ばない範囲内に限定しています。特に夏休み期間中など、利用者が集中 

する時期は、宿泊でのご利用を優先していますので、ご了承願います。なお、ご利用に当たって 

の事前の下見や見学などは、随時お受けしています。 

（６） 当自然の家では、ご家族の皆様を対象にした日帰りや１泊２日の事業を、年に数回実施していま 

す。これらの事業では、普段はご提供していないスノーケリングやシーカヤックを含め、自然の 

家の活動プログラムを存分に体験することができます。  
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